
様式第２号（第３条関係） 

審 議 会 会 議 録 

 

会議名称 平成29年度第２回伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会 

議  題 

審議事項 ① 会長の選出 

      ② 副会長の選出 

報告事項 ① 平成28年度の情報公開等制度の運用状況について 

      ② 平成28年度の防犯カメラの運用状況等について 

      ③ 行政不服審査法による審査請求について 

その他 

開催日時 平成29年10月２日（月） ９時30分～９時45分 

場  所 伊達市市民活動センター交流室２ 

出 席 者 

出席委員 ５名、事務局 ５名 

所管部課名 総務部職員法制課 

公 開 

非 公 開 

の 別 

 ■  公 開  傍聴者の人数 なし 

 □  非公開  非公開の理由  

 

【会議の概要】 

 

１ 開  会（司会：職員法制課長） 

 

２ あいさつ（総務部長） 

 

３ 委嘱状交付（机上交付） 

 

４ 審議事項（議長：総務部長） 

 ① 会長の選出 

 ② 副会著の選出 

 ・ 複数委員から人選の事務局案を求められたことから、事務局から、それぞれ前任である

渡邉委員を会長に、鈴木委員を副会長に推薦した。 

・ 事務局案に対し委員全員が同意し、委員の互選という形で両者が選出された。 

・ 以後、新会長が議長を務め議事を進行した。 

 

５ あいさつ（渡邉会長） 

 

６ 審議事項 

 

① 平成28年度の情報公開等制度の運用状況について 

② 平成28年度の防犯カメラの運用状況等について 

 ③ 行政不服審査法による審査請求について 



・別添「報告事項資料」に基づき、上記３項目の説明をした。 

・委員からの質疑等はなかった。 

 

７ そ の 他 

委  員： 行政不服審査法による審査請求があった際に審査庁で審査する審理員は、選出

されているのか。 

→事務局： 個人を選出してはいないが、いわゆる管理職全員を審理員対象者としており、

審理の際には、その中から処分に関わっていない者を選出する取り決めをしてい

る。 

 

８ 閉  会 

 

 



 

伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会 
 

                               日 時 平成29年10月２日(月)午前９時30分～ 

                               会 場 市民活動センター 交流室２ 

 

１ 開  会 

 

 

２  あいさつ（総務部長）  

 

 

３  委嘱状交付  

 

 

４ 審議事項 

①会長の選出  

②副会長の選出  

  

 

５ あいさつ（会長） 

 

 

６ 報告事項 

①平成 28年度の情報公開等制度の運用状況について  

②平成 28年度の防犯カメラの運用状況等について  

③行政不服審査法による審査請求について  

 

 

７  その他  

 

 

８  閉  会 

 

 



 
 

 

 

伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会 

 

 

 

 

報告事項資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年10月２日 

 



 
 

目次 

１ 平成28年度の情報公開等制度の運用状況について（Ｐ１） 

 ① 伊達市情報公開制度の運用状況について 

 ② 伊達市個人情報保護制度の運用状況について 

 

２ 平成28年度の防犯カメラの運用状況等について（Ｐ１～２） 

 ① 防犯カメラの運用状況について 

 ② 防犯カメラの設置状況について 

 

３ 行政不服審査法による審査請求について（Ｐ２） 

 

 

・（参考）伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会のあらまし（Ｐ３～５） 

 

・胆振長輪線防犯等カメラの管理及び運用に関する要綱等（Ｐ６～９） 

 

・資料 胆振長輪線防犯等カメラ設置場所配置図 
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１ 平成28年度の情報公開等制度の運用状況について 
 

① 伊達市情報公開制度の運用状況について 

(1) 年度別開示状況（平成14年度～平成28年度 15年間）             （単位：件） 

年度 

区分 
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 合計 

全部開示 4 1 1 4 10 5 8 5 8 3 1 4 1 4 5 64 

一部開示 1 2 4 0 3 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 14 

不 存 在 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 

計 6 3 5 4 13 5 8 5 8 5 2 4 2 4 5 79 

 

(2) 平成28年度開示状況 

請求件名 請求／決定年月日 決定内容 請求者 

平成28年度診療報酬明細書点検業務委託（国民健康

保険・柔道整復師・生活保護）に関する入札説明

書、応札等関係資料、仕様書及び契約書 

請求 H28.６.17 

決定 H28.６.21 
全部開示 道外住民 

都市計画システムの字界及び字名データ 
請求 H28.７.11 

決定 H28.７.25 
全部開示 道外住民 

都市計画システムの字界及び字名データ 
請求 H28.11.21 

決定 H28.11.29 
全部開示 道外住民 

伊達市立各中学校の平成29年度入学説明会における

学校指定品及び学校納入金を記載した資料 

請求 H29.３.１ 

決定 H29.３.13 
全部開示 道内住民 

伊達市噴火湾文化研究所が管理するアイヌ民族に関

する資料 

請求 H29.３.８ 

決定 H29.３.16 
全部開示 道内住民 

 

② 伊達市個人情報保護制度の運用状況について 

  伊達市個人情報保護条例に基づく平成 28年度の個人情報開示請求等は、ありませんでした。 

過去の個人情報の開示請求件数につきましては、平成14年度、平成19年度及び平成23年度から平成

25年度までの各年度にそれぞれ１件ずつ合計５件あり、これらに係る不服申立てを含め、訂正請求等

はありませんでした。 

 

２ 平成28年度の防犯カメラの運用状況等について 

 
① 防犯カメラの運用状況について 

現在防犯カメラを設置している「総合公園だて歴史の杜」、「伊達市市民活動センター」及び「伊

達市放課後児童クラブ」の３施設につきまして、平成28年度の個人情報（画像等）の目的外利用及び

提供の状況を、次のとおり報告します。 

(1) 画像等の目的外利用の状況 

全施設とも該当ありませんでした。 
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(2) 画像等の提供状況 

  「総合公園だて歴史の杜」では以下の表のとおり提供しました。なお、他の施設での提供はありま

せんでした。 

提供年月日 提供先 提供目的 提供方法、画像等 

平成28年４月６日 伊達警察署 
交通事故捜査のため 平成28年４月５日19時～22時

の画像データ 根拠条項 要綱第６条第１号 

平成28年７月13日 伊達警察署 
交通事故捜査のため 平成28年７月12日17時～17時

30分の画像データ 根拠条項 要綱第６条第１号 

平成28年12月７日 伊達警察署 
犯罪捜査のため 平成28年11月10日15時～平成

28年11月11日0時の画像データ 根拠条項 要綱第６条第１号 

平成29年３月１日 伊達警察署 
犯罪捜査のため 平成29年２月２日18時30分～

19時30分の画像データ 根拠条項 要綱第６条第１号 

平成29年３月４日 伊達警察署 
犯罪捜査のため 平成29年３月４日15時～16時

30分の画像データ 根拠条項 要綱第６条第１号 

※「要綱」とは、「総合公園だて歴史の杜防犯カメラの管理及び運用に関する要綱」のことをいう 

要綱第６条第１号：公園及び地域の安全を脅かすような事態が生じた場合で、刑事訴訟法（昭和23年

法律第1 3 1号）第1 9 7条第２項の規定に基づき、捜査機関から犯罪捜査目的で文書

により提供を求められたとき。 

 

② 防犯カメラの設置状況について 

昨今の社会情勢や、犯罪及び事故の未然防止並びに発生時の迅速な対応等公益上の必要性から新た

に次の場所におきましても防犯カメラを設置し、その管理運用に係る要綱及び基準を定め、運用を開

始しております。 

防犯カメラ設置場所 運用開始年月日 管理責任者 設置カメラ数 

市道胆振長輪線 平成29年６月１日 建設課長 １台 

 

３ 行政不服審査法による審査請求について 
不服申立てに係る審査請求があった場合は、審査庁が組織する審理員が審理手続を経て審理員意見

書を作成し、審査庁は当該意見書について第三者機関に対し諮問しますが、当審査会がこの第三者機

関としての役割を担い、その権限により、諮問に対する調査審議及び答申をいたします。 

平成28年度は１件の審査請求がありましたが、下記の理由から審査庁により却下されています。 

〈平成28年度審査請求状況〉 

請求件名 請求／決定年月日 決定内容 決定理由 

道路占有許可申請に関する不

作為に係る処分について 

請求 H29.３.４ 

決定 H29.４.10 
却下 不適法な請求であったため。 
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（参考）伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会のあらまし 

 

１  審査会のあらまし 

「伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会」は、行政不服審査法並びに伊達市情報公

開条例及び伊達市個人情報保護条例の規定により、その権限に属させられた事項を処理するため市

長の附属機関として設置されたものです。 

市長部局等の実施機関が行った処分に不服がある者は、行政不服審査法の規定に基づいて審査請

求をすることができます。審査請求があった場合、実施機関は「伊達市行政不服及び情報公開・個

人情報保護審査会」に諮問し、その答申を受けて審査請求に対する裁決をします。 

なお、行政不服審査法の規定に基づく第三者機関としての権限を所掌するため、平成28年４月１

日から、旧「伊達市情報公開・個人情報保護審査会」を改組しております。 

 

２  審査会の委員 

市長によって委嘱された委員５名で構成されています。 

伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会委員名簿 

（任期：平成29年10月１日～平成31年９月30日） 

氏  名 備  考 

  渡邉 源之 議会推薦  

 鈴木 啓一 行政精通者 

 小泉 勇一 議会推薦 

 木立 真理 一般公募 

 的場 重一 行政経験者 

 

３ 審査会の所掌事項 

 ① 行政不服審査法の規定により権限に属させられた所掌事項 

(1) 第43条関係（行政不服審査会等への諮問） 

    行政庁の処分又は不作為についての審査請求に係る審査庁の諮問に対する答申 

(2) 第74条関係（審査会の調査権限） 

    諮問案件の審査に関する審査庁等への資料の提出要求、意見陳述要求その他必要な調査 

② 伊達市情報公開条例の規定により権限に属させられた所掌事項 

(1) 第14条関係（公文書の開示の決定） 

    公文書が著しく大量であって、２か月以上開示決定を延長する場合の意見 

  (2) 第21条関係（審査請求の取扱い） 

    開示請求に係る処分又は不作為についての審査請求に係る実施機関の諮問に対する答申 

 ③ 伊達市個人情報保護条例の規定により権限に属させられた所掌事項 

  (1) 第７条関係（収集の制限） 

    本人以外から個人情報を収集する場合又は思想、信教等に関する個人情報を収集する場合の

意見 
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  (2) 第９条関係（保有個人情報の利用及び提供の制限） 

    法令等の規定、本人同意等の場合を除き、公益上の必要性等の理由から、個人情報取扱事務

の目的以外に保有個人情報を利用又は実施機関以外の者へ提供する場合の意見 

  (3) 第11条関係（電子計算組織を結合する方法（オンライン）による提供の制限） 

    公益上の必要性等の理由から、オンラインにより保有個人情報を実施機関以外の者へ提供す

る場合の意見 

  (4) 第38条関係（審査請求の取扱い） 

    開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る処分又は不作為についての審査請求に係る実施

機関の諮問に対する答申 

 ④ 伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会及び行政不服審査に関する条例の規定によ

る所掌事項 

  (1) 第４条関係（所掌事項） 

・情報の公開及び個人情報保護の運営に関する事項の調査審議 

・情報公開制度及び個人情報保護制度の在り方に関する意見具申 

  (2) 第９条関係（審査会の調査権限等） 

    諮問案件の審査に関する実施機関等への資料の提出要求、意見陳述要求その他必要な調査 

 

４ 審査会の開催状況 

 

開催日時 審 議 事 項 等 

第22回 

（Ｈ29.８.22） 
（仮称）伊達市の債権の管理に関る条例における個人情報の取扱いについて 

第21回 

（Ｈ28.８.19） 

情報公開等の運用状況について 

防犯カメラの運用状況等について 

行政不服法による審査請求について 

議案書の公開に係る個人情報の取扱いについて 

第20回 

（Ｈ28.２.９） 
行政不服審査法の改正に伴う審査会の改組について 

第19回 

（Ｈ27.10.14） 

情報公開等の運用状況について 

総合公園だて歴史の杜防犯カメラの運用状況について 

第18回 

（Ｈ26.11.12） 

情報公開等の運用状況について 

防犯カメラ設置により個人情報を本人以外から収集することについて 

第17回 

（Ｈ25.10.２） 
情報公開等の運用状況について 

第16回 

（Ｈ24.９.５） 
情報公開等の運用状況について 

第15回 

（Ｈ23.10.３） 
情報公開等の運用状況について 
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第14回 

（Ｈ22.１.28） 
情報公開等の運用状況について 

第13回 

（Ｈ21.10.１） 
水道料金等徴収業務の民間委託に伴う個人情報データの提供について 

第12回 

（Ｈ19.11.26） 

要援護者（ひとり暮らし高齢者等）の支援体制整備に係る個人情報の提供につい

て 

第11回 

（Ｈ19.10.２） 

水道料金等徴収業務の民間委託に伴う個人情報データの提供について 

情報公開等の運用状況について 

第10回 

（Ｈ19.４.24） 

保有個人情報の外部提供について 

情報公開等の運用状況について 

第９回 

（Ｈ17.10.３） 
情報公開等の運用状況について 

第８回 

（Ｈ17.６.３） 

保有個人情報（敬老会名簿）の提供について 

情報公開等の運用状況について 

第７回 

（Ｈ16.10.13） 
個人情報保護条例の改正について 

第６回 

（Ｈ16.10.８） 
個人情報保護条例の改正について 

第５回 

（Ｈ15.12.１） 

住基台帳カード等の広域利用について 

個人情報の共有に係る管理運営について 

個人情報保護条例の一部改正について 

第４回 

（Ｈ15.10.２） 
情報公開等の運用状況について 

第３回 

（Ｈ14.11.14） 

出資法人等情報公開要綱 (案) について 

消防地図情報検索処理装置への関係情報の提供について 

住民基本台帳ネットワークシステムの運用状況報告について 

情報公開等の運用状況について 

第２回 

（Ｈ12.11.21） 

個人情報の収集の制限に関することについて 

個人情報の利用及び提供の制限に関することについて 

第１回 

（Ｈ11.８.23） 
情報公開、個人情報保護について 
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伊達市告示第1 2 7号 

胆振長輪線防犯等カメラの管理及び運用に関する要綱を次のように定める。 

 平成29年５月26日 

伊達市長 菊 谷 秀 吉  

胆振長輪線防犯等カメラの管理及び運用に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市道胆振長輪線（以下「市道」という｡)において、安全な管理運営及び有効的

な利活用を行うため、犯罪及び事故の未然防止、発生時の迅速な対応を図ること並びに利用者の実

態調査を行うことを目的として設置する防犯等カメラの管理及び運用に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第２条 防犯等カメラとは、市道の安全な管理運営及び有効的な利活用を行うため、犯罪防止等への

対応及び利用者の実態調査を目的として市長が設置する撮影装置であって、撮影した画像を表示し、

又は記録する機能を有するもの及びこれに附属する機器をいう。 

（管理責任者） 

第３条 防犯等カメラ、防犯等カメラにより撮影された画像（以下「画像」という｡)及び画像を記録

した媒体（以下「記録媒体」という｡)を適正に管理するため、管理責任者を置くものとし、建設課

長がこれに当たる。 

（管理責任者の責務） 

第４条 管理責任者は、画像及び記録媒体（以下「画像等」という｡)の漏えい、流出等の防止その他

の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 管理責任者は、市道の利用者が防犯等カメラの設置を認識できるよう、市道内に防犯等カメラが

稼動している旨を表示しなければならない。 

３ 管理責任者は、画像から知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。 

（画像の保存等） 

第５条 画像の保存は、最新の概ね30日分の画像を記録媒体に記録する方法によるものとする。 

２ 前項の規定による保存期間を終了した画像の消去は、新たな画像を記録媒体に上書きする方法に

より行うものとする。 

３ 画像は、撮影時の現状により保存するものとし、編集又は加工をしてはならない。 

４ 画像は、これを複製してはならない。ただし、管理責任者が特に必要があると認めた場合は、こ

の限りでない。 

（画像等の利用及び提供） 

第６条 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、画像等を目的以外に利用し、又は画像等を他の者へ

提供してはならない。 

(1) 市道及び地域の安全を脅かすような事態が生じた場合で、刑事訴訟法（昭和23年法律第1 3 1号）

第1 9 7条第２項の規定に基づき、捜査機関から犯罪捜査目的で文書により提供を求められたとき。 

(2) 前号のほか、法令の規定に基づき、文書により提供を求められたとき。 

(3) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

（個人情報保護条例の遵守） 

第７条 この告示に定めるもののほか、管理責任者その他防犯等カメラの管理及び運用に関する事務
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を行う者は、防犯等カメラの管理及び運用並びに画像等に関する取扱いについて、伊達市個人情報

保護条例（平成16年条例第26号）に則り、適切な措置を講じなければならない。 

（委任） 

第８条 この告示に定めるもののほか、防犯等カメラの管理及び運用に関し必要な事項は、別に定め

る。 

附 則 

この告示は、平成29年６月１日から施行する。 



－８－ 

胆振長輪線防犯等カメラ管理運用基準 

 （目的） 

第１条 この基準は、胆振長輪線防犯等カメラの管理及び運用に関する要綱（平成29年告示第1 2 7号。

以下「要綱」という｡)に基づき、防犯等カメラ、画像、録画機器等及び記録媒体（以下「防犯等カ

メラ等」という｡)の管理に係る基本事項を定めることにより、これらの適正な運用を図ることを目

的とする。 

 （定義） 

第２条 この基準において使用する用語は、この基準に特段の定めのない限り、要綱において使用す

る用語の例による。 

 （取扱者等） 

第３条 管理責任者は、必要があると認めた場合には、防犯等カメラ等の稼働確認、施錠等維持管理

及び操作等運用にかかる業務（以下「防犯等カメラ等の取扱い」という｡)をさせるため、建設課の

職員のうち指定するものを防犯等カメラ等取扱者（以下「取扱者」という｡)に任命することができ

る。 

２ 取扱者は、画像から知り得た情報をみだりに他人に漏らしてはならない。取扱者でなくなった後

においても同様とする。 

３ 管理責任者は、必要に応じて、取扱者が行う防犯等カメラ等の取扱いに関する業務について、検

査するものとする。 

 （防犯等カメラ等の設置場所） 

第４条 防犯等カメラは、別添配置図のとおり設置するものとする。 

２ 画像を記録する録画機器並びに画像表示機器及び撮影装置の制御機器（以下「録画機器等」とい

う｡)は、別添配置図のとおり設置するものとする。 

（設置の表示） 

第５条 要綱第４条第２項に定める防犯等カメラが設置されている旨の表示について、管理責任者は、

防犯等カメラの設置場所に明確かつ適切な方法で表示するものとする。 

（安全管理のための措置） 

第６条 要綱第４条第１項に定める漏えい、流出等の防止その他の安全管理のための措置として、録

画機器等は、次の各号のとおり管理するものとする。 

 (1) 録画機器等は附属設備に固定し、容易に取外しできないものとする。 

(2) 録画機器等及び録画媒体が持ち出されないよう、必要な措置を講ずるものとする。 

(3) 設置場所以外への持ち出しを禁止する。ただし、調査等の理由により、管理責任者が許可した

場合は、この限りではない。 

(4) その他、管理責任者が認めた必要な措置を講ずるものとする。 

 （画像及び記録媒体の取扱い） 

第７条 画像及び記録媒体は、次の各号のとおり取り扱うものとする。 

(1) 要綱第５条第１項の規定による画像の保存期間は、30日間とする。ただし、管理責任者が必要

と認めた場合は、この限りでない。 

(2) 要綱第５条第２項の規定による画像の消去は、前項の保存期間経過後速やかに、かつ復元が不

能となるよう記録媒体に上書きするものとする。ただし、記録媒体を廃棄する場合は、画像の読

取り又は復元が不能となるよう破砕等の処理を行うものとする。 
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(3) その他、要綱第４条第１項に規定する画像及び記録媒体の漏えい、流出等の防止、同第５条第

３項に規定する画像の編集又は加工の禁止、同条第４項に規定する複製の禁止等のために管理責

任者が認めた必要な措置を講じること。 

２ 前項の規定にかかわらず、管理責任者が要綱第６条各号に該当すると認めた場合は、画像の利用

又は提供をすることができる。 

３ 前項に規定する画像の利用又は提供をする場合において、次の各号に掲げる事務手続きをとるこ

ととする。 

(1) 要綱第６条第１号及び第２号に該当すると認めた場合は、要請を文書によって確認する。 

(2) 利用又は提供する相手に対して、身分証明書の提示を求めるなど、身分を確認する。 

(3) 利用又は提供したことについて、管理上必要な記録を残す。 

 （苦情処理） 

第８条 管理責任者は、本人又は住民等から防犯等カメラ等の運用に関する苦情を受け付けたときは、

速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。 

 （伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会への報告） 

第９条 画像の利用又は提供の状況について、毎年、伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審

査会へ報告するものとする。 

（委任） 

第10条 この基準の施行に関して必要な事項は、管理責任者が別に定める。 

附 則 

この基準は、平成29年６月１日から施行する。 
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